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（１）国際標準との整合確保
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過電圧耐力/安全性の国際標準

過電圧耐力 安全性
標準 対象機器 備考 標準 対象機器 備考

K.20 通信センタ内の通信装置
雷サージ電圧、雷サージ電流、電
力線誘導、接地電位上昇、中性点
電位上昇、電力線混触

K.51
通信網インフラの装置（火事、電
気ショック、けがの防止等）

一般にはIEC60950-1に従うこと給
電箇所へのアクセス制限について規
定を追加、リモート給電の接続につ
いて追加。リモート給電の電圧・電
流制限についてはK.50で規定

K.21

加入者宅内の通信装置（電話機、
モデムXDSL等の全てのタイプ
の通信装置を含むが、PCやプリ
ンタは含まない）

同上
TC108

サージ抑制機器用の部品

一次回路で使用されるサージ抑制
機器はVDRタイプであること、およ
び、IEC 61051-2の該当部品要求
事項に適合していることを要求する
規定

K.44
ITU-T勧告に共通な過電圧試験
方法

内容は①試験装置構成、②試験電
圧の発生器、③試験の種類（試験
波形、印加ポート、試験手順）を
示し、試験電圧発生器から通信線
端子、電源端子、接地端子に規程
の電圧を発生する試験電圧発生器
から試験電圧を印加して、試験電
圧印加後に正常に動作することを
チェック。

K.45

アクセス及びトランクネット
ワークに設置された通信装置
（通信センタ間、通信センタと
加入者宅の間）

同上

K.74 ホームネットワーク機器
K.21に適合すること、K.44も参
照）

K.74 ホームネットワーク機器
IEC60950-1とIEC60950-21に
適合すること

K.66 宅内の過電圧防護

宅内における接地とボンディング、
バイパスアレスタ、特別な過電圧
耐力による対策（接地やボンディ
ングについてはK.21等の規定と整
合をとること推奨）

（１）過電圧耐力 :  電気通信設備の雷や送電線の地絡等に対する故障対策。試験方法は、規定レベルの雷サージや誘導電圧（商用周波数）
を設備に印加して故障せずに正常に動作することを確認。

（２）安全性 ： 電気通信設備を使用、整備、保守等する人に対する感電対策。試験方法としては、人が接触する部分と電源電圧や雷
サージ電圧が侵入する部分との間の絶縁耐力を測定（基本的には電圧を印加して漏れ電流を測定）。また、回路の電圧や
電流の最大値を規定。設備の部品は必ず故障が発生するという前提にたって試験を行うため、１つの部品が故障しても他
の部品で絶縁を担保できることを確認。その他、火災、化学、機械、火傷に関する危険もあり。
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過電圧耐力/安全性の検討の考え方

• 技術的条件の内容は、原則として国際標準との整合を図る。

• 既存のネットワーク設備の設置・更改状況を踏まえ、必要な移行期間等を勘案。

事業用電気通信設備 端末設備

過電圧耐力関連

・誘導電圧(第12条)
・保安装置(第21条)

過電圧耐力

－

安全性関連

・予備機器等(第4条)
・故障検出(第5条)
・防護措置(第6条)
・異常ふくそう対策(第8条)
・耐震対策(第9条)
・電源設備(第10条)

・停電対策(第11条)
・防火対策(第13条)
・損傷防止(第19条)
・機能障害の防止(第20条)
・漏えい対策(第20条の2)
・機能確認(第24条)

安全性

・漏洩する通信の識別禁止(第4条)
・鳴音の発生防止(第5条)
・絶縁抵抗等(第6条)
・過大音響衝撃の発生防止(第7条)
・配線設備等(第8条)

事業用電気通信設備規則 附則 （平成一六年三月二二日総務省令第四四号） 抄
（事業用電気通信設備規則の一部改正に伴う経過措置）
第五条 この省令の施行の際現に旧法第二十一条第二項に規定する一般第二種電気通信事業の用に供している電気通信設備については、施行日から
一年間は、新設備規則の規定は適用しない。ただし、当該電気通信設備を設置する電気通信事業者が、施行日以後に電気通信設備の概要を変更した場
合は、この限りでない。

事業用電気通信設備規則 附則 （平成一一年一月七日郵政省令第一号）
（経過措置）
２ この省令の施行の際現に電気通信事業法第十二条第四項（同法第十四条第四項において準用する場合を含む。）の技術基準に適合することについて
確認（以下「技術基準適合確認」という。）を受けている事業用電気通信設備については、改正後の事業用電気通信設備規則の定める技術基準に適合した
ものとみなす。

無線設備規則 附則（平成一四年二月二八日総務省令第二一号） 抄
（経過措置）
２ この省令の施行の際現に免許又は予備免許を受けているＰＨＳの無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則（以下「新
規則」という。）の規定にかかわらず、平成二十四年五月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。

【経過措置の例】
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（２）事業用電気通信回線設備の過電圧耐力
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雷害措置の現状

事業用電気通
信設備規則 適用対象 義務 条件・例外

第４条
（予備機器等）

アナログ電話、
ISDNの音声、
0AB~J IP電話、
携帯電話

次の機器は予備機器の設置をし速やかに切り替えられるようにする
・通信路の設定に直接係る交換設備の機器
・伝送路設備に設けられた電気通信回線に共通に使用される機器
伝送路設備は、予備の回線を設置する

・端末回線に関係するもの、冗長化されているもの
等は除外

→雷サージ等による影響は、電気的に広範囲に及ぶことが多いため、予備機器や冗長化等では対応が難しくはないか
→本条は通常運用時の故障に備えた予備機器等を想定

第１４条
（屋外設備）

事業用電気通
信回線設備

屋外電線や支持物は、通常想定される気象の変化、振動、衝撃、圧
力その他その設置場所における外部環境の影響を容易に受けない
※気象の変化：降雤、降雪、気温、湿度等の変化
※外部環境の影響：海岸地域における塩害等

→通常想定される気象の変化、外部環境の変化で雷は想定されていると考えられるが、明記されていない
→屋内に設置される事業用電気通信回線設備等の措置について規定されていない

第１５条
（事業用電気
通信回線設備
を設置する建
築物等）

アナログ電話、
ISDNの音声、
0AB~J IP電話、
携帯電話

建築物及びコンテナ等を、風水害その他の自然災害及び火災の被
害を容易に受けない環境に設置
※その他の自然災害：雪、地震、雷等による災害

被害を受けやすい環境に設置されたものであって
必要な防護措置が講じられているものは除外

→雷害を容易に受けない環境への建物の設置を規定している（被害を受けやすい環境に建物を設置する場合、防護措置
を講じる必要がある）が、全国的に起きうる雷害に対して、対応していない。

第２１条
（保安装置）

事業用電気通
信回線設備

保安装置※（又は同等機能を有する装置）を事業用電気通信回線設
備と接続設備を接続する点又はその近傍に設置
※避雷器（500V）、ヒューズ（7A）、熱線輪（500mA）から構成

落雷・電線混触による異常電圧・異常電流によって
接続設備を損傷するおそれのある場合に適用
※接続設備：利用者又は他の電気通信事業者の接続する

電気通信設備
※地下埋設や光ファイバは対象外

→接続設備に影響を与えないことを規定し、自らの電気通信回線設備を保護することを目的としていない

事業用電気通信設備の電子化・集積化の進展は著しく、雷害による異常電流・異常電圧
への脆弱性は高まっており、現状の規定では、雷害に対し十分対応しているとは言えない
のではないか



雷に関連する事故例（平成20年度）

発生日 平成２０年８月上旪（約３時間継続）
利用者数 Ａ社：約１万３千（神奈川県）
影響 アナログ電話及びISDNでの通話が出来ない状態
原因 クロック供給装置の故障（詳細不明、周囲で雷多発していたため雷によるものと推定）

発生日 平成２０年１１月下旪（約１時間継続）
利用者数 Ａ社：約４千（新潟県）
影響 インターネット及びＩＰ電話が利用できない
原因 落雷により当該装置の電源装置が故障したため

発生日 平成２０年７月下旪の豪雤
影響 Ｂ社停波：６５局

Ｃ社停波：２０局
Ｄ社停波：４８局
※上記影響は、 落雷の直接による被害以外も含む総数

原因 豪雤・落雷により、停電・装置破損等があったため

発生日 平成２０年８月下旪の豪雤
影響 Ｂ社停波：６９局

Ｃ社停波：１２局
Ｄ社停波：１９１局
※上記影響は、 落雷の直接による被害以外も含む総数

原因 豪雤・落雷により、停電・装置破損等があったため

※雷に関する重大な事故は報告されていない



過電圧耐力の技術的条件の必要性

過電圧耐力について、新たな技術的条件が必要ではないか

（耐震対策）

第九条 事業用電気通信回線設備の据付けに当たつて
は、通常想定される規模の地震による転倒又は移動
を防止するため、床への緊結その他の耐震措置が講
じられなければならない。

２ 事業用電気通信回線設備は、通常想定される規模
の地震による構成部品の接触不良及び脱落を防止す
るため、構成部品の固定その他の耐震措置が講じら
れたものでなければならない。

３ その故障等により電気通信役務の提供に直接係る
機能に重大な支障を及ぼすおそれのある事業用電気
通信回線設備に関する前二項の耐震措置は、大規模
な地震を考慮したものでなければならない。

電気設備に関する技術基準を定める省令

（高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設）
第四十九条 雷電圧による電路に施設する電気設備の損壊を防止できるよう、当該電路

中次の各号に掲げる箇所又はこれに近接する箇所には、避雷器の施設その他の適切
な措置を講じなければならない。ただし、雷電圧による当該電気設備の損壊のおそれが
ない場合は、この限りでない。

一 発電所又は変電所若しくはこれに準ずる場所の架空電線引込口及び引出口

二 架空電線路に接続する配電用変圧器であって、過電流遮断器の設置等の保安上
の保護対策が施されているものの高圧側及び特別高圧側

三 高圧又は特別高圧の架空電線路から供給を受ける需要場所の引込口

（防火対策等）

第十三条 事業用電気通信回線設備を収容し、又は設置する通信機械室は、自動
火災報知設備及び消火設備が適切に設置されたものでなければならない。

２ 事業用電気通信回線設備を収容し、又は設置し、かつ、当該事業用電気通信回
線設備を工事、維持又は運用する者が立ち入る通信機械室に代わるコンテナ等
の構造物（以下「コンテナ等」という。）及びとう道は、自動火災報知設備の設置及
び消火設備の設置その他これに準ずる措置が講じられたものでなければならない。

３ 事業用電気通信回線設備を収容し、又は設置する通信機械室、コンテナ等及び
とう道において、他の電気通信事業者に電気通信設備を設置する場所を提供する
場合は、当該電気通信設備が発火等により他の電気通信設備に損傷を与えない
よう措置されたものであることを当該他の電気通信事業者からその旨を記載した
書面の提出を受ける方法その他の方法により確認しなければならない。

危険物の規制に関する政令

第九条第一項第十九号 指定数量の倍数
が十以上の製造所には、総務省令で定め
る避雷設備を設けること。ただし、周囲の
状況によつて安全上支障がない場合にお
いては、この限りでない。

主要な災害については、事業用電気通信設備規則に個別に規定されている（地震・火災）

電気通信事業法以外の法令においても、雷害対策について規定が整備されている



（雷害対策）
その故障等により電気通信役務の提供に直接係る機能に重大な支障を及ぼすお
それのある事業用電気通信回線設備には、避雷設備の設置又はこれに準ずる措置
が講じられなければならない。

※早急な対応は困難である場合も考えられるため、既存設備については【10】年の経過措置を設定。

過電圧耐力の技術的条件

直撃雷や誘導雷等による異常電圧・異常電流からネットワーク設備を保護する必要
があるのではないか。

趣旨

技術的条件案
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ITU-T K.27  Bonding configurations and earthing inside a telecommunication building 等



分離接地系の問題点とその解決法

（案１） 接地間の電位差に起因する過電圧から事業用電気通信回線設備を保護するため、以
下の措置又はこれに準ずる措置を実施すること
① ＴＴシステムの共通接地化 又は
② 付加的な雷防護素子（バイパス）による対策 又は
③ 接地が改善されない場合の特別な過電圧耐力試験

（案２） 接地間の電位差に起因する過電圧から事業用電気通信回線設備を保護するため、適
切な設置を実施すること

※早急な対応は困難である場合も考えられるため、既存設備については【10】年の経過措置を設定。

技術的条件案

通信側と電力側のアースが別系統の場合、接地間の電位差に起因する過電圧からネットワーク
設備を保護する必要はないか。

趣旨
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通信装置
a

b

接地極

L1

N

通信用アース

SPDs1

2

電力用アース
1 ～ 100 Ω

1 ～ 300 Ω

Internal

Port
接地電位上
昇

接地電位上昇

※ 欧米では、電力線とともに保護
接地導体が供給されるTNシス

テムであるため、通信側と電
力側の共通接地が容易である
が、日本では保護接地導体が
供給されないTTシステムであ

るため、分離設置形態がとら
れている。

ITU-T K.66 Protection of customer premises from overvoltages



① ＴＴシステムの共通接地化

a

b

L1
L2
L3

装置 L1
L2

PE
電力ケーブル

接地導体

他のサービスに対する
ボンディング導体

交流主電配電箱ネットワーク終端

L3

(必要な場合)

電力会社のヒューズ

避雷針

電灯線

避雷導線 配電盤
（必要に応じて避雷器を設置）

避雷針接地電極

配電接地電極

その他
水道

通信線避雷器

MET(Main Earthing Terminal)

鉄筋コンクリート床

通信線
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接地間に電位差が生じる分離接地系の問題点への根本的な解決策として、共通接
地化を行うこと。

【参考】

ITU-T K.66 Protection of customer premises from overvoltages



② 付加的な雷防護素子（バイパス）による対策

共通接地化の普及には相当の時間を要すため、既存の装置に対しても有効な措置と
して、機器の外側を雷サージがバイパスするような外付けの対策回路を付加すること。

12

【参考】

ITU-T K.66 Protection of customer premises from overvoltages



③ 接地が改善されない場合の特別な過電圧耐力

市場には②による対策では十分な効果が発揮されない機器も多く、接地設備や避雷器が適切に設置されない場合に
は機器に大きな過電圧が印加されるため、これに耐えられるよう以下の特別な過電圧耐力を設定。

試験項目

試験レベル（波形または時間）

評価基準
試験ポート

通信線 縦 通信線・線間 電源線縦 電源線・線間
通信線・内

部ポート

電源線・内

部ポート
通信線・電源線間

電力線誘導 430Vrms 0.1s

又は

650Vrms 0.06s

430Vrms 0.1s

又は

650Vrms 0.06s
A

電力線混触 230Vrms

15minitue

K.21

230Vrms

15minitue

K.21

A (R、 160 – 600 Ω)

B (R < 160 and R > 

600 Ω)

雷サージ 15kV(13kV)

10/ 700

K.21

4kV

10/700

K.21

10kV

ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝ

K.21

10kV

ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝ

K.21

15kV(13kV)

10/700

K.21

10kV

ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝ

K21

15kV(13kV)

10/700

K.21

10kV

ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝ

K.21

A
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ONU

Ether

内線？

光ファイバケーブル

外線

メタルケーブ
ル

VDSL宅内装置

スプリッタ

VDSL

集合装置

ネットワーク構成が複雑になり、内線に
外線と同程度の雷サージが通過する可
能性があるため、試験を行う場合に、外
線として試験を行うか、内線として試験を
行うかの判断が重要

【参考】

ITU-T K.66 Protection of customer premises from overvoltages

注：下線は「雷過電圧に対する通信機器の保護ガイドライン（CIAJ）」の基準値



（３）端末設備の過電圧耐力

14



端末設備の過電圧耐力

試験項目

試験レベル（波形または時間）

評価基準
試験ポート

通信線 縦 通信線・線間 電源線縦 電源線・線間
通信線・内

部ポート

電源線・内

部ポート
通信線・電源線間

電力線誘導 430Vrms 0.1s

又は

650Vrms 0.06s

430Vrms 0.1s

又は

650Vrms 0.06s
A

電力線混触 230Vrms

15minitue

K.21

230Vrms

15minitue

K.21

A (R、 160 – 600 Ω)

B (R < 160 and R > 

600 Ω)

雷サージ 15kV(13kV)

10/ 700

K.21

4kV

10/700

K.21

10kV

ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝ

K.21

10kV

ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝ

K.21

15kV(13kV)

10/700

K.21

10kV

ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝ

K21

15kV(13kV)

10/700

K.21

10kV

ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝ

K.21

A

15

注：下線は「雷過電圧に対する通信機器の保護ガイドライン（CIAJ）」の基準値

事業用電気通信設備と同様に端末設備についても直撃雷や誘導雷等による大きな過電圧が印
加されるため、これに耐えられるよう以下の特別な過電圧耐力を設定する必要はないか。

趣旨

端末設備の機器は、以下の表に示す過電圧耐力を有しなければならない。

※早急な対応は困難である場合も考えられるため、経過措置として【1】年後から新たに認証した
機器に対して適用。

技術的条件案

【参考】

ITU-T K.66 Protection of customer premises from overvoltages



（４）事業用電気通信回線設備及び端末設備の安全性

16

※早急な対応は困難である場合も考えられるため、事業用電気通信回線設備の
安全性については、【10】年の経過措置を設定。
※早急な対応は困難である場合も考えられるため、端末設備の機器の安全性に
ついては、経過措置として【1】年後から新たに認証した機器に対して適用。



タッチカレントの技術的条件

17

機器の種類 測定器のA端子の接続先
最大タッチカレント
mA（実効値）1) 最大保護導体電流

すべての機器
アクセス可能部分及び保護接地に接
続されていない回路

0.25 －

手持形 0.75 －

可動形（手持形以外で可般形機器を含む） 3.5 －

据置形、タイプAプラグ接続形機器 機器の主保護接地端子
（もしあれば）
クラスⅠ機器2)

3.5 －

その他すべての据置形機器
• タッチカレントが3.5 mA を超えないもの
• タッチカレントが3.5 mA を超えるもの

3.5
－

－
入力電流の５％

手持形 機器の主保護接地端子
（もしあれば）
クラス０Ⅰ機器3)

0.5 －

その他 1.0 －

1) タッチカレントのピーク値が測定される場合、最大電流値は実効値に1.414 を掛けて求められる。
2) クラスⅠ機器：基礎絶縁を用い、かつ基礎絶縁が不良となった場合に危険電圧になると考えうる導電性部分を、建物配線中の保護接地導体に接続する手段を備えるもの。
3) クラス０Ⅰ機器：基礎絶縁を使用し、それに加えて基礎絶縁が破損した場合に、危険電圧が加わる恐れのある導電部を建物の屋内配線の保護接地用導体に接続するよ

うになっているもの。かつ、外部に接地用端子又は接地用口出し線を有しているが、接地用導体のない電源コード及び接地線のないプラグを使用している機器。

事業用電気通信回線設備（端末設備）のタッチカレント（接触電流）から使用者（修理を行う者を除く。以下同じ。）を保護
する必要があるのではないか。

趣旨

事業用電気通信回線設備（端末設備）は、電源とすべてのアクセス可能部分間のタッチカレントを下記の基準値以下とし
なければならない。
ただし、以下の場合は除く。

１．直流主電源だけから供給される設備
２．保護接地端子を接続している設備
３．訓練した保守者しか触れられない場所に設置した設備

技術的条件案

ITU-T K.51 Safety criteria for telecommunication equipment
UL/IEC 60950-1 Safety of Information Technology Equipment 

【参考】



タッチカレント測定回路

すべてのアクセス
可能部分

※人体定常状態でピーク値42.4 V、又は直流60 V までの電圧は危険電圧とはみなさない

18

【参考】



絶縁耐力の技術的条件

事業用電気通信回線設備（端末設備）は、線路と筐体、線路と二次回路、線路とハンドセット間
に下記の絶縁耐力を有すること。

通常使用時に機器から生じる危険電圧から使用者を保護する必要があるのではないか。

趣旨

19

絶縁種別

適用箇所（該当欄）
一次回路対器体

一次回路対二次回路
一次回路部分相互間

二次回路対器体
各二次回路相互間

動作電圧
ピーク又は直流

動作電圧

U≦210V1） 210V＜U ≦420V2） 420V＜U ≦1.41kV 
1.41kV＜
U≦10kV3） 10kV＜U ≦50kV

U≦42.4V 
ピーク又は60V(直

流) 4）

42.4Vピーク又は. 
60V直流＜U

≦10kVピーク又は
直流4）

試験電圧 V （実効値）
機能. 1 000 1 500 別表参照 別表参照 1.06U 500 別表参照
基礎
付加. 

1 000 1 500 別表参照 別表参照 1.06U 試験無し 別表参照

強化. 2 000 3 000 3 000 別表参照 1.06U 試験無し 別表参照
二次回路でピーク又は直流10kV を超える動作電圧の場合、一次回路と同じ値が適用される。
1. 210Ｖ以下の直流主電源で主電源の過渡電圧の影響を受けるものについては、当欄を使用すること。
2. 210Ｖを超え420Ｖ以下の直流主電源の場合で主電源の過渡電圧の影響を受けるものについては、当欄を使用すること。
3. 420Ｖを超える直流主電源の場合で主電源の過渡電圧の影響を受けるものについては、当欄を使用すること。
4. 交流電源から供給される機器内の直流、又は同じ建物内の機器から供給される直流については、当欄を使用すること。

ITU-T K.51 Safety criteria for telecommunication equipment
UL/IEC 60950-1 Safety of Information Technology Equipment 

技術的条件案

【参考】



一次回路

一次回路 供試機器

二次回路

通信線

絶縁耐力測定回路（電源周り）

20

事業用電気通信設備（端末設備）は、下記測定方式において、電源の一
次回路間、電源と筐体、電源と二次回路、電源と通信線間の絶縁耐力を
有すること。

【参考】



 

絶縁耐力測定回路（電源周り以外）

21

1.5ｋV

１ｋV

1.5ｋV

2.5ｋV
安定状態試験

インパルス試験

【参考】



① 感電対策

② 高圧電力対策

③ 発火対策

④ 発熱対策

⑤ 電磁波等の対策

⑥ 構造対策

⑦ 有害物質対策

その他の安全性に関する技術的条件

22

【参考】

事業用電気通信回線設備（端末設備）は、感電対策等その他安全性を確保するよう措置するこ
と。

感電対策等のその他安全性について、使用者を保護する必要があるのではないか。

趣旨

技術的条件案



① 感電対策

AC利用機器が増加してきている中、正常時、故障時を問わず使用者の感電の危
険は増えてきており、感電から使用者を保護する措置を追加してはどうか。

趣旨

事業用電気通信回線設備（端末設備）は容易に使用者が高電圧部に触れられな
い構造であること。

23

【参考】

ITU-T K.51 Safety criteria for telecommunication equipment
UL/IEC 60950-1 Safety of Information Technology Equipment 



② 高圧電力関連の危険対策

高圧電力部分の故障による危険の未然防止並びに万一の故障時にも使用者を危険から保
護する措置を追加してはどうか。

事業用電気通信回線設備（端末設備）は高電圧回路、AC一次側回路等には、高圧電力

部分での万一故障があった場合でも利用者のやけど、アーク発生、溶融物の飛散を防ぐ
構造であること 。

趣旨

24

【参考】

ITU-T K.51 Safety criteria for telecommunication equipment
UL/IEC 60950-1 Safety of Information Technology Equipment 



③ 発火対策

通常状態だけでなく、過負荷、故障等による温度上昇による外部への発火から、使用者を保
護する措置を追加してはどうか。

事業用電気通信回線設備（端末設備）は通常の動作状態において、過負荷，部品の故障、
絶縁破壊、又は不完全な接続による過度の温度上昇による火災の危険が無いこと。端末内
で発生した火が発火源近傍以外に広がらないこと、又は、機器の周囲に損傷を与え無いこと。

趣旨

25

【参考】

ITU-T K.51 Safety criteria for telecommunication equipment
UL/IEC 60950-1 Safety of Information Technology Equipment 

例）

– 事業用電気通信回線設備（端末設備）は通常状態だけでなく過負荷、故障等による温度
上昇による危険を避ける機能を有すること。

– 難燃性の材料を使用すること

– 内部温度上昇が起こっても容易に外部に火がでない構造であること。



④ 発熱対策

通常の動作状態における高温部への接触による危険から使用者を保護する措置を追加して
はどうか。

– 事業用電気通信回線設備（端末設備）は通常の動作状態において、使用者がアクセス可
能な高温部に接触することが無いこと。

– 通常の負荷における温度は以下の値を超えないこと。

趣旨

26

操作者アクセスエリアにある部分
最大温度上昇値 (℃)

金属 ガラス、磁器、ガラス質材料 プラスチック、ゴムb

短時間のみ保持又は接触するハンドル、ノブ、グリップなど 60 70 85 
通常使用時に連続的に保持するハンドル、ノブ、グリップなど 55 65 75 

接触することのできる機器の外部表面a 70 80 95 

接触することのできる機器の内部部品c 70 80 95 
a 限度値を超える100℃までの温度上昇は、下記の条件が満たされた場合に許容される。

– 機器の外部表面であってその寸法が50 ㎜を超えない、かつ通常の使用時に人が触るおそれがない。

– 機器の一部の加熱が意図された動作（ラミネート加工など）に必要であり、使用者にその条件が自明な場合。この際、機器の高温部に近接した
部分に注意書きをしなければならない。

注意書きは以下のものとする
• 図記号(IEC 60417-5041 (DB:2002-10))
• 又はi以下のような表示 WARNING 

HOT SURFACE 
DO NOT TOUCH 

b 適正な最大温度上昇値を決定するためには、各材料毎に、その材料のデ－タを考慮しなければならない。
c 限度値を超える温度上昇は、下記の条件が満たされた場合に許容される。

– 当該部分に不用意に接触することはありそうもない。

– 当該部分に、この部分は高温である旨の表示がしてある。この警告として、図記号(IEC 60417-5041 (DB:2002-10))を使用してもよい。

【参考】

ITU-T K.51 Safety criteria for telecommunication equipment
UL/IEC 60950-1 Safety of Information Technology Equipment 



⑤ 電磁波等の対策

ネットワーク設備から生じる可能性のある高レベルの音波、電波、レーザ等による危険から
使用者を保護する措置を追加してはどうか。

事業用電気通信回線設備（端末設備）から生じる音波、電波、レーザ等による使用者へ
の危険が無いこと。

趣旨

27

【参考】

例）

 放射エネルギーレベルの制限をすること

 インターロックの実施

ITU-T K.51 Safety criteria for telecommunication equipment
UL/IEC 60950-1 Safety of Information Technology Equipment 



⑥ 構造対策

ネットワーク設備の筐体、部品による使用者への危険から保護する措置を追加してはどうか。

事業用電気通信回線設備（端末設備）は筐体部品等の構造的な危険から使用者を保護
するために、必要な措置を講じなければならない。

趣旨

28

【参考】

例）

 筐体には鋭利なりょう（稜）や角がないこと。

 けがをさせる潜在性のある可動部品、機器の不安定さが無いこと。

 CRT の爆縮や高圧ランプの爆発によって飛来する破片から使用者を保護すること。

ITU-T K.51 Safety criteria for telecommunication equipment
UL/IEC 60950-1 Safety of Information Technology Equipment 



⑦ 有害物質対策

ネットワーク設備の正常時、故障時に発生する可能性のある有害化学物質から、使用者を
保護する措置を追加してはどうか。

人体に有害な化学物質に触れたり、又はその蒸気や煙霧を吸入することから使用者を保
護するために、必要な措置を講じなければならない。

趣旨
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【参考】

例）

 意図した用途で通常使用中に、触れたり吸入することによって傷害を引き起こすよ
うな部材や消耗材の使用を避けること。

 漏れや気化などを引き起こすような状況の発生を事前回避すること。

ITU-T K.51 Safety criteria for telecommunication equipment
UL/IEC 60950-1 Safety of Information Technology Equipment 


